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１．インターネット上の情報流通を巡る課題



 インターネット上での偽・誤情報の流通・拡散事例

• 誹謗中傷をはじめとするインターネット上の違法・有害情報
の流通は依然深刻な状況。

• 総務省の運営する違法・有害情報相談センターで受け付け
ている相談件数は高止まり傾向にあり、令和６年度の相談
件数は、6,403件であった。

 インターネット上での誹謗中傷等の流通事例

＜相談件数の推移＞

（例）試合中に失点につながるミスをしたスポーツ選手に対して、
当該選手の人格を否定するような投稿
→ 名誉権等の侵害の可能性

（例）リアリティ番組の出演者に対して、当該出演者の個人情報を
暴露するような投稿
→ プライバシー等の侵害の可能性

・「能登半島地震と偽る過去の津波映像や人工地震説など」
の言説は誤り

2024年1月1日に発生した能登
半島地震に関して、SNS上で過
去の映像や無関係な映像を能登
半島地震と結びつける投稿が多
数拡散した。

日本ファクトチェックセンター（2024年１月３日）

・著名人なりすまし偽広告の９９％がＬＩＮＥに誘導…メ
タのＳＮＳ掲載、詐欺被害相次ぐ

メタが提供するフェイスブックやイ
ンスタグラムなどのＳＮＳを巡って
は、実業家の前澤友作氏らが自
身になりすました広告が多数表示
されていると訴えた。

読売新聞（2024年7月22日）

・イーロン・マスクが偽の仮想通貨投資を宣伝するディープ
フェイク動画が流通
生成ＡＩ（人工知能）を利用して作
られたイーロン・マスクの偽動画がネット
上で拡散。

（出典）https://gigazine.net/news/20220524-elon-musk-deep-fakes-
bitvex-cryptocurrency-scam/6403
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違法・有害情報と偽・誤情報

種類 具体例

A 権利侵害情報である偽・誤情報 • 虚偽の事実の摘示による誹謗中傷（名誉毀損）
• 他人の著作物を無断で複製・加工等して生成した偽情報（著作権侵害） 等

B その他違法情報（法令違反情報）
である偽・誤情報

• 虚偽・誇大広告（景表法・特商法等違反）
• 有価証券等の相場変動目的をもってする風説の流布・偽計（金商法違反） 等

C 違法ではないが有害な偽・誤情報
• 感染症流行時に健康被害を生じさせ得る医学的に誤った治療法を推奨する情報
• 災害発生時における救命・救助活動の妨げとなる実在しない住所を摘示しての救助要請

等

権利侵害情報
・ 誹謗中傷等の名誉毀損情報 等

有害情報
・ 青少年有害情報（青少年の健全な
成長を著しく阻害する情報（暴力、アダル
ト等））

・ その他公共の安全・善良な風俗を害
する情報

情
プ
ラ
法
の
透
明
化
規
律
の
対
象

偽・誤情報

A

B

C

その他違法情報（法令違反）
・ わいせつ画像（刑法） 等

情
プ
ラ
法
の
迅
速
化
規
律
の
対
象

違法・有害情報

偽情報
・誤りが含まれる情報のうち、発信者が
事実でない事項を事実であると誤認・
誤解させる意図を持って発信したもの
誤情報
・誤りが含まれる情報のうち、発信者が
事実でない事項を事実であると誤認・
誤解させる意図を持たずに発信したもの
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２．インターネット上の違法・有害情報等への対応



 デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた今後の対応方針と具体的な方策について検討するため、
有識者会議（※1）で令和６年９月に取りまとめ公表。その後新たな有識者会議（※2）で検討の深掘りを継続。
（※1）デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会（座長：宍戸 常寿東京大学大学院法学政治学研究科教授）
（※2）デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会（座長：同上）

 提言を受けた具体的な方策として、制度的対応、リテラシー向上、技術開発を含む総合的な対策を、様々な関
係者の連携・協力の下で推進。

● 生成AI等による偽・誤情報の流通・拡散に対応するため、
対策技術の開発・実証及び社会実装を推進。

● 誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、
①対応の迅速化、②運用状況の透明化に係る措置を義務付ける法改正（情報流通プラットフォーム対処法)
（令和7年4月1日施行）。

● デジタル広告について、 ①なりすまし型偽広告への対応に関する事業者ヒアリング等を実施し取りまとめを公表。
②偽・誤情報を掲載する媒体への広告配信によるリスクへの対策として、広告主等へのガイダンスを策定

① 制度的対応

 利用者のリテラシー向上に向け、官民の幅広い関係者による取組を推進するため、令和７年
１月より、官民が連携した意識啓発プロジェクト「デジタル ポジティブ アクション」を始動。

 官民の取組を集約したWebサイトの拡充、多様な関係者によるセミナー・シンポジウム等の
イベント開催、動画広告やチラシ・ポスターを活用した広報活動等を実施。

② リテラシー向上

③ 技術開発

総務省における偽情報・誤情報に対する総合的な対策の枠組み 7
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インターネット上の誹謗中傷等による被害への対応策

２ 事業者に投稿の
削除を申請

３ 発信者情報開示
請求

４ 相談窓口への
 相談

１ ユーザの
ICTリテラシー向上

インターネット上で、自分に関する誹謗中傷等を 他人から書き込まれた場合

総務省の取組
○情報流通プラットフォーム対処法
による、削除に関する責任制限
制度の運用。

○令和６年の法律改正により、
大規模なプラットフォーム事業
者に削除対応の迅速化等を義
務付け。

総務省の取組
○誹謗中傷等の発信をさせ
ないため、ICTリテラシーを
高める活動として、
・ 教材冊子の作成公表、
・ 啓発講座
・ 専用特設サイトの拡充
等を継続的に実施。

総務省の取組
○情報流通プラットフォーム対処
法による、発信者情報開示請
求制度を継続的に運用。
○令和３年に法律改正等によ
り、対策を強化（新たな裁判
手続の創設）。

総務省の取組
○対応方法を案内できるよう、
総務省等が運営する相談
窓口（違法・有害情報相
談センター）等における体
制や相互連携について、継
続的に強化。

被害者発信者 事業者
（SNS事業者等）

どうしたらよいか
分からない

誹謗中傷等の
投稿を削除したい

書き込んだ相手に
損害賠償を求めたい

そもそも、誹謗中傷等を
自ら書き込まないために



第３条第２項
①権利が不当に侵害され

ていると信じるに足る 
相当の理由があるとき

又は
②発信者に削除に同意す

るか照会したが７日  
以内に反論がないとき

は免責

情報流通プラットフォーム対処法（旧プロバイダ責任制限法）
（特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律（平成13年法律第137号））

インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「被害者救済」と発信者の       
「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がインターネット上の     
権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするための法制度を整備するもの。

①プラットフォーム事業者等の
免責要件の明確化 ②発信者情報の開示 ③大規模なプラットフォーム事業者等

の義務

 権利侵害情報の発信者を特定して損害賠
償請求等を行うことができるよう、
発信者情報開示請求権を規定（第５条）

 元来２回の手続を要する発信者情報の開
示を一つの手続で行うことを可能とする裁判
手続（非訟事件手続）を規定（第８条～）

削除の
申出

投稿

・権利侵害が明らか、
かつ

・開示を受けるべき
正当な理由がある

③発信者の意思の
確認

（第６条第１項）

被害者 プラットフォーム
事業者等 発信者

発信者 被害者 発信者
大規模な

プラットフォーム
事業者等

プラットフォーム
事業者等
による対応

削 除削除せず

総務大臣

指定（第20条）

被害者に対する責任 発信者に対する責任

第３条第1項

①権利が侵害されてい
るのを知っていたとき

又は
②これを知りえたと認め

るに足る相当の  
理由があるとき
以外は免責

プラットフォーム
事業者等

①投稿

被害者

①投稿

②開示請求
（第５条第１項）

削除対応の迅速化
 削除申出窓口の整備・公表（第22条）
 削除申出への対応体制の整備（第24条）
 削除申出に対する判断・通知（第25条）

②削除の申出

③-1対応結果
の通知

③-2削除の通知

運用状況の透明化
 削除基準の策定・公表（第26条）
 削除した場合、発信者への通知（第27条）
 運用状況の公表（第28条）
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情報流通プラットフォーム対処法に基づく対象事業者の指定の状況

情報流通プラットフォーム対処法では、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務の対象となる事業
者を、「大規模特定電気通信役務提供者」として指定するものとされており（法第20条）、下表の９事業者を指定。

指定事業者は、３か月以内に、申出窓口及び削除基準の策定・公表（法第22条、第26条） 、侵害情報調査専
門員の選任（法第24条）を行った上で、「大規模特定電気通信役務提供者」の届出を行う義務を負う。

８月末までに、指定事業者全９社から届出（法第21条）があり、迅速化規律や透明化規律の適用が開始。

指定事業者 指定日 （参考）サービス名

主要SNS
事業者

Google LLC 4/30 YouTube
LINEヤフー株式会社 4/30 Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、LINEオープンチャット、LINE VOOM
Meta Platforms, Inc. 4/30 Facebook、Instagram、Threads
TikTok Pte. Ltd． 4/30 TikTok、TikTok Lite
X Corp. 4/30 X

掲示板等
事業者

株式会社ドワンゴ 5/29 ニコニコ（※）

株式会社サイバーエージェント 5/30 Amebaブログ
株式会社湘南西武ホーム 5/30 爆サイ.com
Pinterest Europe Limited 5/30 Pinterest

（※）特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する
法律施行規則（令和４年総務省令第39号）第８条第６項各号に定めるものを除く。
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予約型

デジタル広告を巡る諸課題への対応

媒体広告主
（企業、中央省庁、自治体）

なりすまし広告を
出稿する広告主

広告主

広告主

代
理
店
等

DSP

DSP

SSP

SSP

DSP SSP

SNS等

ネットメディア

メディア一体型プラットフォーム（YouTube、Facebook、X等）

新聞・放送局の
サイト等

広告費の不正な
詐取を行う媒体

偽・誤情報を
掲載する媒体

偽・誤情報や違法アップロードコンテンツを拡散する者

デジタル広告では、出稿したい広告主・代理店から提示される広告素材と、ウェブサイト上の広告が掲載可能なスペース
が、自動入札による取引を経て、高速かつ大量に決定され、掲載されている。
1. 著名人等のなりすまし型「偽広告」を端緒とした投資詐欺等が問題であり、プラットフォーム事業者の対応が重要。
2. デジタル広告の配信は、関係企業が多く複雑であることから、広告主が、自らの広告がどの媒体に表示されている

か十分に把握できないことが多い。このため、意図せずに偽・誤情報に広告を配信し、その拡散を助長してしまうリ
スクがあり、広告主・代理店等の対応が重要。

デジタル広告配信の全体像 広告主等が考慮すべきリスク

1.ブランドセーフティに関するリスク
ー意図しない媒体への広告配信に
よる広告主のイメージ悪化

2.アドフラウド（広告費の不正な詐取）
により広告費が流出するリスク

3.デジタル社会の不健全な
エコシステムに加担するリスク
ー偽・誤情報や違法アップロード
コンテンツの拡散に金銭的動機付け
を与え、更なる拡散を助長するおそれ

     等

※ デジタル広告取扱事業者：広告会社・代理店、EC代行事業者等、広告主から直接の依頼を受け広告の配信等を行う事業者。
DSP（ディマンド・サイド・プラットフォーム）：広告主の広告目的や消費者に関するデータ等に基づいて広告出稿の管理・最適化を行うサービス。
 SSP（サプライ・サイド・プラットフォーム）：広告枠の販売の効率化や収益の最大化を図るために用いるサービス。

広告主

広告プラットフォームにおける利用規約等に基づく対応

代
理
店
等

自
動
入
札
に
よ
る
取
引

・・・
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デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンスの概要

広告主等が考慮すべきリスク・課題
1.ブランドセーフティに関するリスク
意図しない媒体への広告配信による広告主のイメージ悪化

2.アドフラウドにより広告費が流出するリスク
広告費の流出等

3.デジタル社会の不健全なエコシステムに加担する
リスク
偽・誤情報や違法アップロードコンテンツの拡散に、

金銭的動機付けを与え、更なる拡散を助長するおそれ

ガイダンスの内容
経営層が対策に関与することの必要性
1.(ミクロ視点)広告主自身のリスク対策の必要性
広告費の不正な流出の防止、ブランドの毀損の防止

2.(マクロ視点)広告主の社会的責任の重要性
コンプライアンスリスクの防止、広告主の社会的責任
（CSR）

3.経営層・管理層の関与の必要性
① 現場担当者のみでリスクを防止することの限界
② 全社的な広告管理・内部統制の必要性
③ 対策のための経営リソース確保の必要性

 デジタル広告の配信を巡るリスクへの対策として、体制構築、具体的取組、配信状況の確認の各段階にお
ける広告主等が実施することが望ましい取組を例示し、広告主のリソースの範囲内での対策の実施を推奨。

 広告主において、自身のデジタル広告の配信先である媒体等を十分に把握できない場合が多く、        
広告配信による、ブランドの毀損や、広告費の流出のみならず、偽・誤情報等の拡散を助長してし
まうリスクが指摘されている。

 上記リスクに対応するための主体的な対策を推進する観点から、経営層関与の必要性や、広告主
等が実施することが望ましい取組（体制構築や具体的取組、配信状況の確認）について、2025
年６月９日に広告主等向けのガイダンスを策定。
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青少年インターネット環境整備の推進に関する政府の検討体制

青少年インターネット環境の整備等に関する検討会
（平成20年９月12日内閣府特命担当大臣決定）
事務局：こども家庭庁成育局
オブザーバー省庁：警察庁・総務省・法務省・文部科学省・経済産業省

 青少年インターネット環境整備法及び青少年インターネット環境整備基本計画(こども家庭庁とりまとめ)等に基づき、関係各省庁
において取組を推進。

 こども家庭庁を中心に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等について検討。

インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関するワーキンググループ
（令和6年11月25日青少年インターネット環境の整備等に関する検討会決定）
事務局：こども家庭庁成育局
構成員省庁：公正取引委員会・警察庁・消費者庁・こども家庭庁・総務省・法務省・文部科学省・経済産業省

青少年インターネット環境整備推進課長会議
（平成22年４月１日子ども・若者育成支援推進本部長決定）
議長：こども家庭庁成育局
構成員：内閣府・警察庁・総務省・法務省・文部科学省・

厚生労働省・経済産業省

青少年インターネット環境整備法（平成20年６月18日公布（議員立法）/平成21年４月１日施行/平成30年２月１日改正法施行）

第６次基本計画 （令和６年９月９日こども政策推進会議決定）
① 青少年が自立して主体的にインターネットを活用できる能力の向上の促進 
② フィルタリングを始めとする技術的手段による青少年保護の推進 
③「親子のルールづくり」や教育・啓発など教育的手段による青少年保護の推進 

青少年インターネット環境整備基本計画（第8条） ※３年を目途に見直し

基本理念（第３条）

青少年の適切なインターネット活用能力習得 青少年の有害情報の閲覧機会の最小化 民間主導（国等は支援）

14



 デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた今後の対応方針と具体的な方策について検討するため、
有識者会議（※1）で令和６年９月に取りまとめ公表。その後新たな有識者会議（※2）で検討の深掘りを継続。
（※1）デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会（座長：宍戸 常寿東京大学大学院法学政治学研究科教授）
（※2）デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会（座長：同上）

 提言を受けた具体的な方策として、制度的対応、リテラシー向上、技術開発を含む総合的な対策を、様々な関
係者の連携・協力の下で推進。

● 生成AI等による偽・誤情報の流通・拡散に対応するため、
対策技術の開発・実証及び社会実装を推進。

● 誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、
①対応の迅速化、②運用状況の透明化に係る措置を義務付ける法改正（情報流通プラットフォーム対処法)
（令和7年4月1日施行）。

● デジタル広告について、 ①なりすまし型偽広告への対応に関する事業者ヒアリング等を実施し取りまとめを公表。
②偽・誤情報を掲載する媒体への広告配信によるリスクへの対策として、広告主等へのガイダンスを策定

① 制度的対応

 利用者のリテラシー向上に向け、官民の幅広い関係者による取組を推進するため、令和７年
１月より、官民が連携した意識啓発プロジェクト「デジタル ポジティブ アクション」を始動。

 官民の取組を集約したWebサイトの拡充、多様な関係者によるセミナー・シンポジウム等の
イベント開催、動画広告やチラシ・ポスターを活用した広報活動等を実施。

② リテラシー向上

③ 技術開発

総務省における偽情報・誤情報に対する総合的な対策の枠組み 15



インターネット上の偽・誤情報対策技術の開発・実証

 生成AI等による偽・誤情報の流通・拡散に対応するため、対策技術の開発・実証及び社会実装を推進。

画像・映像を判別対象とした検知技術を開発。様々な判別対象に対応
していくため、判別対象を音声・テキストに拡大

R6補正予算

なりすましによる情報発信等を防止するべく、情報発信者の真正性・信
頼性保証技術を開発

令和６年度 令和７年度R5補正予算

１. コンテンツの真偽判別支援技術 ２. 真正性保証・信頼性判断・改ざん検知支援技術

判別技術
を適用

2022年９月静岡水害時
に拡散されたAI生成画像

生成AIを利用した疑いがある
範囲を黄・赤色等でマッピング

出典：NABLAS株式会社提供資料

偽・誤情報の流通状況を可視化し、問題が生じる分野等を分析

３.情報流通状況の可視化・分析技術

情報の受け手の側の偽・誤情報への対応能力をあらかじめ強化

４.偽・誤情報の拡散抑止に資する技術

16



３．総合的なリテラシー対策



 デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた今後の対応方針と具体的な方策について検討するため、
有識者会議（※1）で令和６年９月に取りまとめ公表。その後新たな有識者会議（※2）で検討の深掘りを継続。
（※1）デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会（座長：宍戸 常寿東京大学大学院法学政治学研究科教授）
（※2）デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会（座長：同上）

 提言を受けた具体的な方策として、制度的対応、リテラシー向上、技術開発を含む総合的な対策を、様々な関
係者の連携・協力の下で推進。

● 生成AI等による偽・誤情報の流通・拡散に対応するため、
対策技術の開発・実証及び社会実装を推進。

● 誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、
①対応の迅速化、②運用状況の透明化に係る措置を義務付ける法改正（情報流通プラットフォーム対処法)
（令和7年4月1日施行）。

● デジタル広告について、 ①なりすまし型偽広告への対応に関する事業者ヒアリング等を実施し取りまとめを公表。
②偽・誤情報を掲載する媒体への広告配信によるリスクへの対策として、広告主等へのガイダンスを策定

① 制度的対応

 利用者のリテラシー向上に向け、官民の幅広い関係者による取組を推進するため、令和７年
１月より、官民が連携した意識啓発プロジェクト「デジタル ポジティブ アクション」を始動。

 官民の取組を集約したWebサイトの拡充、多様な関係者によるセミナー・シンポジウム等の
イベント開催、動画広告やチラシ・ポスターを活用した広報活動等を実施。

② リテラシー向上

③ 技術開発

総務省における偽情報・誤情報に対する総合的な対策の枠組み 18



19意識啓発に関するプロジェクト（デジタル ポジティブ アクション）の概要

２．取組の方向性

〇 プラットフォーム事業者、通信事業者、IT関連企業、関連団体と、総務省が連携して推進。
意識啓発のための取組を継続的に実施し、社会的機運の醸成を図る。

１．プロジェクトの推進体制

総務省では、国民一人一人の意識啓発に向け、官民の幅広い関係者による取組を推進す
 るため、令和７年１月より、官民連携プロジェクト「デジタル ポジティブ アクション」を始動。

<ロゴ・スローガン>

「DIGITAL POSITIVE ACTION」
のWebサイト
https://www.soumu.go.jp/dpa/

<参加企業・団体> ※参加する事業者・団体の順次拡大を目指す。

世代に応じた多様な普及啓発
     〇 多様な関係者の取組を集約した

総合的なWEBサイトの開設
     〇 多様な関係者によるセミナー開催と、
       普及啓発教材の活用に向けた周知

     〇 幅広い広報活動

SNS・デジタルサービスにおける
サービス設計上の工夫

画面上での注意・警告等、事業者による
自主的なサービス設計上の工夫

信頼性の高い情報にかかる
表示上の工夫

信頼性の高い情報が偽・誤情報に埋もれな
いよう、事業者による自主的な表示上の

工夫

19

https://www.soumu.go.jp/dpa/


20「DIGITAL POSITIVE ACTION」 これまでの取組

①周知広報

 Webサイトの開設及び官
民の取組集約。

 社会的機運醸成に向け
たTV・WebCMの展開。

 SNS等でのプレバンキング
広告展開。

 ネット討論番組のタイアッ
プ配信。

 リテラシー向上の官民連携プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」（DPA）は、2025年1月
の開始から、①周知広報、②教材作成・実態調査等、③企業・団体による取組の促進を実施。

③企業・団体による
取組の促進

 セミナー・シンポジウム等の
意識啓発を目的とした取組。

 プラットフォーム事業者等
DPAに参加する事業者等
による、サービス設計上の工
夫等自主的な取組の促進。

②教材作成・実態調査等

 新教材を３月に公表。
 トラブル事例集の改訂。

（オンラインカジノを追加）
 事業者・団体による、自主

的な教材のマッピング。
 「ICTリテラシー実態調査」

の実施、公表。

20



21①周知広報

■Webサイト
○本年２月１２日に、セーファーインターネット
デーに合わせて、Webサイトを公開。

○５月、Webサイトを大幅にリニューアルし、
コラム新設による更なる幅広い取組の掲載など、
内容を拡充。

○６月、教材マップを公開し、利用者の教材を
選びやすい環境を整備。

■TV・WebCM
○５～6月にかけて、「DIGITAL 
POSITIVE ACTION はじめよう編」のTV・
WebCMの放映を実施。

○企業・団体、利用者一丸となって取組を進めて
いく必要性を訴求。

■プレバンキング広告
○６月下旬～７月中旬にかけて、プレバンキング
動画広告の配信を開始。
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22②教材作成・実態調査等（ICTリテラシー「教材マップ」）

教材マップ～まなびパレット～
https://www.soumu.go.jp/dpa/efforts/mapping/

●DPA推進パートナーの企業・団体が作成した既存の教材を一覧化（計82教材）。
●目的別に色分けし、マウスをかざすと「教材名(略称)・事業者名」が表示され、①「分野別マッ
プ」、②全分野横断した「一覧マップ」の2種類あり、マップから各教材の詳細ページへ遷移。

分野別の教材一覧

2222



23

 令和３年度に、偽・誤情報に関する留意点や対策について記載した啓発教育教材として「インターネットとの
向き合い方～ニセ・誤情報に騙されないために～」とその講師用ガイドラインなどを開発、公表。

 令和６年度は、災害時に広まる偽・誤情報など最新事例や生成AIの影響、民主主義への影響等を踏まえて
改訂。

【対象者】 若年層～成年層の幅広い年齢層

【内容】 ①ニセ・誤情報の概要、具体例 ②ニセ・誤情報が拡散する背景 ③だまされないためのチェック項目

【所要時間】 60分程度の講義を想定。

【形式】 編集が容易なパワーポイントで、講師の裁量により事例を追加することも可能（オンライン実施可）。

【教材と共に】 〇講師用ガイドライン：各スライドの説明内容を詳細に記載。どなたでも講師が可能。

〇講座実施の手引き：講師の準備項目、受講生用の事前テスト、事後の意識調査の様式も掲載。

概要

③教材等 偽・誤情報に関する啓発教育教材等の開発 23



24③教材等 世代別ICTリテラシー啓発教材
 青少年、保護者、シニアのみなさまを対象に、これからのデジタル社会において必要となるICTリテラシーを

身につけるための教材を開発、公表。教材に加えて、学習の成果を確認できるチェックテストも提供。

 今後、ICTリテラシーについて教える講師の方や教材制作者向けに、リテラシー全体像の解説書や、講師用
ガイドラインなどについても公表予定。

24



「ICTリテラシー実態調査」（実施概要） 25

調査の目的 ICTリテラシー向上に資する取組の更なる推進のため、利用者のICTリテラシーに関する認識や偽・
誤情報の拡散傾向等、ICTリテラシーに係る実態を把握する。

ICTリテラシーに関する認識
ICTリテラシーに関する認識の回答理由
ICTリテラシー向上のための取組の必要性
ICTリテラシー向上のための具体的な取組
ICTリテラシー向上のための取組理由

偽・誤情報の拡散経験
拡散時の偽・誤情報に対する認識
偽・誤情報の拡散理由
偽・誤情報の拡散手段/拡散した情報のジャンル
SNS・ネットの情報に対する正誤判断の基準
拡散した情報が偽・誤情報だと気付いた経緯

調査項目
ICTリテラシー、偽・誤情報の拡散に関する「利用者の認識に関する実態把握」

ICTリテラシーに関する認識の実態把握等 偽・誤情報の拡散に関する認識の実態把握等

集計について

総務省統計局「令和2年国勢調査」の人口構成比を基にウェイトバックを行い調整

25



「ICTリテラシー実態調査」（結果サマリー） 26

 過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に対して、その内容の真偽をどのように考えるか尋ねたところ、
「正しい情報だと思う」、「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人の割合は47.7％。

 偽・誤情報に接触した人のうち、25.5％の人が何らかの手段を用いて拡散した。
 87.8％がICTリテラシーを重要だと思っている一方、75.3％は、ICTリテラシー向上に向けた具体的な取組を行っていない

と回答した。

1 偽・誤情報の認識・
拡散状況

・過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に対して、その内容の真偽をどのように考えるか尋ねたところ、「正しい情報だと思う」、
「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人の割合は47.7％※1。

※1 偽・誤情報の接触数に応じた加重平均で算出

・偽・誤情報に接触した人のうち、25.5％の人※2が何らかの形で拡散した。若い年代において拡散した割合が多かった。
※2 偽・誤情報15件のうち、1件以上見聞きした人の中で、1件以上家族や友人などの周囲に伝えたり、不特定多数の第三者に対して

発信したと回答した人の割合

2 偽・誤情報の拡散
理由と手段

・拡散した理由として最も多いのは、「情報が驚きの内容だったため」(27.1%)。情報に価値があると感じて拡散したと思われ
る回答が多かった。

・拡散した手段として多いのは、「家族や友人など周囲の人へ対面の会話」(58.7％）、「家族や友人など周囲の人へメールやメッ
セージアプリ」(44.3%)など、身近な人に拡散する回答が多かった。不特定多数にインターネットを用いて拡散する者も存在した
(44.4%)。

3 SNS・ネット情報に
対する正誤判断の基
準など

・SNS・ネット情報を「正しい」と判断する基準として最も多いのは、「公的機関が発信元・情報源」(41.1%)。
・偽・誤情報と気づいた経緯は、「テレビ・新聞(ネット版含む)」(39.6％)、「テレビ・新聞以外のマスメディア(ネット版含む)」
(30.4％)※3 、「ネットニュース」 (28.8％)というネット版を含めたテレビ・新聞、ラジオ・雑誌などから偽・誤情報の可能性があ
ると気づいた人が多かった。

※3 「マスメディア」を「テレビ・新聞（ネット版含む）」と「テレビ・新聞以外のマスメディア（ネット版含む)」（雑誌、ラジオなど）として調査

4 ICTリテラシーに
関する認識

・「自身のICTリテラシーが高いと思う」という回答は35.2％に留まった一方、「ICTリテラシーが重要だと思う」、
「どちらかといえば重要だと思う」との回答が87.8％と高い割合を示した。

・87.8%が ICTリテラシーが重要だと回答した一方、75.3%は「ICTリテラシー向上に向けた具体的な取組をほとんど行ってな
い」、「全く行ってない」と回答した。

結果の要点

ICTリテラシー ： 「情報通信サービス等を適切に活用するための能力」として調査

26



「ICTリテラシー実態調査」結果概要①（偽・誤情報の認識・拡散状況）

n=844

対象︓
偽・誤情報の
うち1件以上
見聞きした人

25.5

45.9 47.2 50.9

26.830%

40%

60%

50%

100%

90%

80%

70%

20% 20.6
8.5

10%

0%

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上

偽・誤情報の認識・拡散状況
 過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に対して、その内容の真偽をどのように考えるか尋ねたところ、
「正しい情報だと思う」、「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人の割合は47.7％。

 偽・誤情報に接触した人のうち、25.5％の人が何らかの手段を用いて拡散していた。特に、10代～30代による拡散傾向が
顕著。

偽・誤情報の真偽判断 偽・誤情報を何らかの形で拡散した人の割合

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「正しい情報だと思う」「おそらく正しい情報だと思う」

「どちらともいえない」

「誤った情報だと思う」「おそらく誤った情報だと思う」

全体 47.7 25.6 26.7

n=844

対象︓
偽・誤情報のうち
1件以上見聞きした人

偽・誤情報の接触数に応じた加重平均で算出
（各情報ごとに、見聞きした人の中で『正しい情報だと思う』と『おそ
らく正しい情報だと思う』／『どちらともいえない』／『誤った情報だと思
う』『おそらく誤った情報だと思う』と回答した人数をそれぞれ合計した
ものに対して、各情報について「見聞きした人数」の合計値で割る
形式）

※本調査で用いた偽・誤情報は、国内において実際に流通・拡散したことがあるものを用いている
※ 「令和2年国勢調査」の人口構成比を基にウェイトバックを行い調整をしている

■偽・誤情報15件のうち、1件以上見聞きした人の中で、1件以上家族や友人などの
周囲に伝えたり、不特定多数の第三者に対して発信したと回答した人の割合
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「ICTリテラシー実態調査」結果概要②（SNS・ネット情報に対する正誤判断の基準）

答※が最も多かった。 ※偽・誤情報の接触有無を問わず全員に質問

 10代では「公的機関」、「専門家」などの回答が多く、60代以上では、「自分で論理的・客観的に考えた
結果」、「自分の意見や信念と一致している」などの回答が多かった。

SNS・ネット情報を「正しい」と判断する基準

 SNS・ネット情報を「正しい」と判断する基準は、「公的機関が発信元・情報源である」(41.1％)という回

公的機関が発信元・情報源である

自分で論理的・客観的に考えた結果

自分の直感・なんとなく

専門家が発信元・情報源である

メディアが発信元・情報源である

自分の意見や信念と一致している
多くの人が正しいと言っている・支持してい

る
反論・誤りを指摘している人やメディアがい

ない
臨場感のある画像が含まれている

家族や友人が正しいと言っている

フォロワー数や投稿のいいね数の多さ

その他

41.1

37.2

24.7

22.8

15.2

15.1

9.1

7.8

5.8

4.4

3.3

4.5

n=2820

公的機関が発
信元・情報源

である

自分で論理的・
客観的に
考えた結果

自分の直感・
なんとなく

専門家が
発信元・情報源

である

メディアが
発信元・情報源

である

自分の意見や
信念と

一致している

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 10代 20代 30代 40代 50代 60代以上

ネット情報を「正しい」と判断する基準（複数回答）
全体 年代別（回答率上位など一部抜粋）

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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そもそも、ICTリテラシーとは？



〇欧州委員会 DigComp（デジタル・コンピテンシー）
2013年欧州委員会・共同研究センターJRCが、今日欧州で生活し
働くすべての市民に関連するデジタルコンピタンスを特定し定義
するために開発。2025年末にDigital Competenceの最新版3.0が
リリースされる予定。

「ICTリテラシー」ってなに？ 3030



5つの分野のICTリテラシーを身につけて、
安心・安全にもっと自由にインターネットを使いこなそう！

他者・
社会との
コラボ

安全確保 作成編集

活用取得管理

c

d

ea

b

データや情報を
検索・管理する力

自分の身を
自分で守る力

他者や社会
と関わる力

デジタル
コンテンツを
作る力

デジタル技術で
困りごとを
解決する力

「ICTリテラシー」ってなに？ 3131



ICTリテラシーの5領域・２２能力

取得管理
データや情報を
検索・管理する力

インターネット検索の仕組みを知って、必要な情報を探すための方法を理解する

見つけたデータや情報を保存し、整理して管理する

安全確保
自分の身を自分で
守る力

インターネットにある違法・有害情報やニセ・誤情報に気をつけて、どう対処するかを学ぶ

インターネットでの振る舞いが問題になることがあるから、どうしたらトラブルにならないかを考えながら使う

インターネットやスマホ・PCを使うときに、体や心の健康を保つ方法を知る

デジタル技術が環境にどう影響するかを考え、環境を守るためにできることを理解する

商売目的で自分の個人情報が使われることがあるから、スマホ・PCや情報を守る方法を知っておく

他者・
社会との
コラボ

他者や社会と
関わる力

デジタル技術を活用して、他の人と情報やコンテンツを共有できる

デジタルツールやサービスを使って、社会の問題を解決したり、役立つことをする

デジタルツールを使って、他の人とインターネット上で一緒に作業を進める

インターネットで交流するとき、いろんな背景を持った人々がいることに気をつけ配慮する

デジタル技術を使って、他の人とコミュニケーションを取ることができる

自分や他の人の個人情報を理解し、大切に管理する

作成編集
デジタルコンテンツを
作る力

いろんな情報を組み合わせて、 新しい知識やコンテンツを作る

自分や他の人の作ったものを使うとき、ルールや法律を守る大切さを理解する

デジタル技術を使って、絵や動画、音楽などを作って、自分を表現する

コンピュータをうまく動かすために、必要な指示を出す

活用
デジタル技術で
困りごとを
解決する力

デジタル技術で問題が起きたとき、その問題を見つけて解決する方法を考える

デジタル技術を使って、自分や社会の問題を解決する方法を学ぶ

デジタルツールを、自分がやりたいことに合わせて調整して使う

自分や周りの人のデジタル技術を使う力を見直し、さらに良くする方法を考える

インターネットでは自分が好きな情報や同じ意見に触れやすいことを理解し、本当に信頼できる情報かを確認する

ふ ま

いほう

けんさく

22の能力5の能力領域

a-1

a-2

a-3

a

b-2

b-3

b-4

b-5

b-1b

c-2

c-3

c-1

c-4

c-5

c-6

c

d-1

d-2

d-3

d-4

d

e-1

e-2

e-3

e-4

e

ふ しんらい

かんきょう

はいりょ

いっしょ

かんきょう えいきょう

けんさく
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ICTリテラシーの5領域・２２能力

取得管理
データや情報を
検索・管理する力

インターネット検索の仕組みを知って、必要な情報を探すための方法を理解する

見つけたデータや情報を保存し、整理して管理する

安全確保
自分の身を自分で
守る力

インターネットにある違法・有害情報やニセ・誤情報に気をつけて、どう対処するかを学ぶ

インターネットでの振る舞いが問題になることがあるから、どうしたらトラブルにならないかを考えながら使う

インターネットやスマホ・PCを使うときに、体や心の健康を保つ方法を知る

デジタル技術が環境にどう影響するかを考え、環境を守るためにできることを理解する

商売目的で自分の個人情報が使われることがあるから、スマホ・PCや情報を守る方法を知っておく

他者・
社会との
コラボ

他者や社会と
関わる力

デジタル技術を活用して、他の人と情報やコンテンツを共有できる

デジタルツールやサービスを使って、社会の問題を解決したり、役立つことをする

デジタルツールを使って、他の人とインターネット上で一緒に作業を進める

インターネットで交流するとき、いろんな背景を持った人々がいることに気をつけ配慮する

デジタル技術を使って、他の人とコミュニケーションを取ることができる

自分や他の人の個人情報を理解し、大切に管理する

作成編集
デジタルコンテンツを
作る力

いろんな情報を組み合わせて、 新しい知識やコンテンツを作る

自分や他の人の作ったものを使うとき、ルールや法律を守る大切さを理解する

デジタル技術を使って、絵や動画、音楽などを作って、自分を表現する

コンピュータをうまく動かすために、必要な指示を出す

活用
デジタル技術で
困りごとを
解決する力

デジタル技術で問題が起きたとき、その問題を見つけて解決する方法を考える

デジタル技術を使って、自分や社会の問題を解決する方法を学ぶ

デジタルツールを、自分がやりたいことに合わせて調整して使う

自分や周りの人のデジタル技術を使う力を見直し、さらに良くする方法を考える

インターネットでは自分が好きな情報や同じ意見に触れやすいことを理解し、本当に信頼できる情報かを確認する

ふ ま

いほう

けんさく

22の能力5の能力領域

a-1

a-2

a-3

a

b-2

b-3

b-4

b-5

b-1b

c-2

c-3

c-1

c-4

c-5

c-6

c

d-1

d-2

d-3

d-4

d

e-1

e-2

e-3

e-4

e

ふ しんらい

かんきょう

はいりょ

いっしょ

かんきょう えいきょう

けんさく
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34デジタル空間の特徴

デジタル空間の特徴を知ることで、
新しいトラブルにも、 、

新しい技術も便利に

とくちょう

0301 02 パーソナ
ライズ

興味を持ちそうな
内容が表示される

情報の
保存性

一度投稿した
情報は残り続ける

年齢、性別、属性などを詐称
投稿内容にも嘘や誇張が多い

情報の

匿名性
とくめいせい

アテンション・エコノミー

極端な情報ほど注目される

エコーチェンバー
フィルターバブル

受け取る情報がかたよっているかも

04 05
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35偽・誤情報の特徴

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/nisegojouhou/
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40偽・誤情報の特徴 40



41偽・誤情報の特徴 41



42偽・誤情報の特徴 42



43偽・誤情報の特徴 43



44偽・誤情報の特徴 44



ＤＰＡの今後について



46意識啓発に関するプロジェクト（デジタル ポジティブ アクション）の概要

２．取組の方向性

〇 プラットフォーム事業者、通信事業者、IT関連企業、関連団体と、総務省が連携して推進。
意識啓発のための取組を継続的に実施し、社会的機運の醸成を図る。

１．プロジェクトの推進体制

総務省では、国民一人一人の意識啓発に向け、官民の幅広い関係者による取組を推進す
 るため、令和７年１月より、官民連携プロジェクト「デジタル ポジティブ アクション」を始動。

<ロゴ・スローガン>

「DIGITAL POSITIVE ACTION」
のWebサイト
https://www.soumu.go.jp/dpa/

<参加企業・団体> ※参加する事業者・団体の順次拡大を目指す。

世代に応じた多様な普及啓発
     〇 多様な関係者の取組を集約した

総合的なWEBサイトの開設
     〇 多様な関係者によるセミナー開催と、
       普及啓発教材の活用に向けた周知

     〇 幅広い広報活動

SNS・デジタルサービスにおける
サービス設計上の工夫

画面上での注意・警告等、事業者による
自主的なサービス設計上の工夫

信頼性の高い情報にかかる
表示上の工夫

信頼性の高い情報が偽・誤情報に埋もれな
いよう、事業者による自主的な表示上の

工夫
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47意識啓発に関するプロジェクト（デジタル ポジティブ アクション）の概要

２．取組の方向性

〇 プラットフォーム事業者、通信事業者、IT関連企業、関連団体と、総務省が連携して推進。
意識啓発のための取組を継続的に実施し、社会的機運の醸成を図る。

１．プロジェクトの推進体制

総務省では、国民一人一人の意識啓発に向け、官民の幅広い関係者による取組を推進す
 るため、令和７年１月より、官民連携プロジェクト「デジタル ポジティブ アクション」を始動。

<ロゴ・スローガン>

「DIGITAL POSITIVE ACTION」
のWebサイト
https://www.soumu.go.jp/dpa/

<参加企業・団体> ※参加する事業者・団体の順次拡大を目指す。

世代に応じた多様な普及啓発
     〇 多様な関係者の取組を集約した

総合的なWEBサイトの開設
     〇 多様な関係者によるセミナー開催と、
       普及啓発教材の活用に向けた周知

     〇 幅広い広報活動

SNS・デジタルサービスにおける
サービス設計上の工夫

画面上での注意・警告等、事業者による
自主的なサービス設計上の工夫

信頼性の高い情報にかかる
表示上の工夫

信頼性の高い情報が偽・誤情報に埋もれな
いよう、事業者による自主的な表示上の

工夫
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DPAサイトにおけるサービス設計上の工夫等について

• サービス設計上の工夫・情報表示上の工夫に関する取組についてもDPAサイトに掲載されているところ。
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49

LINEヤフーでは、Yahoo!ニュースコメント欄において、
「不快と感じる可能性のある表現」に対して、コメントを 
投稿完了前にAIが表現の見直しの提案をする機能
（コメント添削モデル）を導入

Tiktokでは、検索結果において「情報が正確でない
可能性がある」旨を伝えるガイドを表示し、ユーザーに
コンテンツの正確性を慎重に確認することを促している。

• SNS事業者をはじめとするプラットフォーム事業者は、利用者に対する注意喚起などのサービス設計上の工夫を行い、偽
・誤情報の拡散防止や誹謗中傷の抑制を目指している。

• DPAにおいては、事業者のこのような自発的な取組を促すこととしている。

(参考)企業・団体による取組の促進

出典：newsHACK, 
https://news.yahoo.co.jp/newshack/information/comment_20240909.html

出典：「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する
検討会（第14回）」資料14-3-3

https://www.soumu.go.jp/main_content/000938011.pdf

4949
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ご清聴いただき、ありがとうございました。
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